
保
育
を
必
要
と
す
る
事
由
に
つ
い

て
、
以
下
の
と
お
り
と
な
り
ま
す
。

「
保
護
者
」と
は「
父
母
」で
す

こ
れ
ま
で
は
、
同
居（
同
一
敷
地

内
を
含
む
）の
親
族
も
対
象
と
さ
れ

て
い
ま
し
た
が
、
新
制
度
で
は
、
基

本
的
に
は「
父
母
」が
対
象
と
な
り

ま
す
。

※�

児
童
の
保
育
が
同
居
の
親
族
な
ど

で
可
能
な
状
況
に
あ
る
場
合
は
、

調
整
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

次
の
い
ず
れ
か
、
も
し
く
は
同
等

の
要
件
が
必
要
で
す

□
保
護
者
の
就
労
時
間
が

月
64
時
間
以
上（
お
お
む
ね
1
日

4
時
間
以
上
か
つ
月
16
日
以
上
）

で
あ
る
こ
と
。

こ
の
ほ
か

□
産
前
産
後（
各
2
カ
月
）

□
病
気
ま
た
は
心
身
に
障
害
が
あ
る

□�

病
気
ま
た
は
心
身
に
障
害
が
あ
る

同
居
の
親
族
を
常
時
介
護
し
て
い

る
□
災
害
復
旧

□
求
職
活
動（
1
カ
月
）

□
就
学

□
虐
待
や
D
V
の
恐
れ
が
あ
る

□�

育
児
休
業
取
得
中（
3
歳
児
以
上

の
み
）

※�

0
〜
2
歳
児
は
、
内
職
は
認
め
ら

れ
ま
せ
ん
。

※�

4
・
5
歳
児
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま

で
は
保
護
者
が
就
労
な
ど
の
要
件

を
満
た
さ
な
い
場
合
も
入
園
可
能

で
し
た
が
、
今
後
は
保
護
者
が
保

育
を
必
要
と
す
る
事
由
に
該
当
す

る
こ
と
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

す
べ
て
の
子
ど
も
・
子
育
て
家
庭

に
向
け
、
さ
ま
ざ
ま
な
支
援
を
進
め

て
い
き
ま
す
。

地
域
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

身
近
な
場
所
で
、
子
育
て
支
援
の

情
報
を
提
供
し
、
相
談
に
応
じ
て
い

ま
す
。

中
央
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

☎
69
◆

3
5
1
1

東
部
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

（
み
ど
り
保
育
園
内
）☎

67
◆

0
0
2
2

西
部
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

（
形
原
北
保
育
園
内
）☎

57
◆

8
0
6
6

一
時
保
育

市
内
3
カ
所
の
保
育
園
で
、
一
時

的
に
子
ど
も
を
預
か
り
ま
す
。

○
生
後
6
カ
月
か
ら
就
学
前
ま
で

南
部
保
育
園	

☎
68
◆

3
3
8
4

み
ど
り
保
育
園	

☎
68
◆

3
4
1
8

○
2
歳
児
か
ら
就
学
前
ま
で

形
原
北
保
育
園	

☎
57
◆

4
3
0
1

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー

子
育
て
の
援
助
を
し
た
い
人
が
、

援
助
を
受
け
た
い
人
の
子
ど
も
を
一

時
的
に
預
か
る
な
ど
の
支
援
を
行
い

ま
す
。

が
ま
ご
お
り
児
童
館
内☎65

◆

9
3
9
9

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

新
制
度
で
は
、
対
象
が
小
学
校
6

年
生
ま
で
引
き
上
げ
ら
れ（
定
員
な

ど
に
よ
り
入
所
で
き
な
い
場
合
が
あ

り
ま
す
）、
保
護
者
が
昼
間
家
庭
に

い
な
い
児
童
に
対
し
、
遊
び
や
生
活

の
場
を
提
供
し
、
そ
の
健
全
な
育
成

を
図
り
ま
す
。
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認
定
の
基
準
に
つ
い
て

身
近
な
子
育
て
支
援

利
用
手
続
き
の
流
れ

①
認
定
申
請
書
な
ど
の
提
出

　
新�

規
：
入
園
申
込
書
と
同
時
に

配
布
、
提
出

　
在�

園
：
11
月
頃
に
現
在
利
用
し

て
い
る
園
を
通
じ
て
配
布
予

定

②
審
査
・
利
用
調
整

③
認
定
証
・
入
園
決
定
通
知
交
付

④
保
育
園
の
利
用

※�

手
続
き
お
よ
び
時
期
に
つ
い
て

は
変
更
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。


